
テックスエンジテクノサービス株式会社 
 

新型コロナウイルスに関する対策について 
 

 テックスエンジテクノサービス株式会社（以下、当社）は 3月 25日に東京
都が公表した外出自粛要請を踏まえ、東京事業所に勤務する従業員について、

在宅勤務を基本とする体制と致しておりますが、本日（4月 7日）発令される
緊急事態宣言を受け、大阪事業所に勤務する従業員についても、4月 8日より
1ヵ月間在宅勤務を基本とする体制と致します。 
 

 
 当社は、日本製鉄グループの一員として、政府・自治体の方針や行動計画等に

基づき、今後もお客様の皆様や従業員等の安全を最優先に感染拡大防止に努め

るとともに、適切な事業継続を図って参ります。 
 
 
 お客様をはじめとする関係者の皆様におかれまして、何卒ご理解を賜りますよ

う、お願い申し上げます。 
 
 

以上 


